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葉
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仮
設
住
宅
間
の
移
転
に
関
す
る
質
問
主
意
書

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
へ
の
応
急
仮
設
住
宅
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
は
、
先
月
十
七
日
、
「
建
築
基
準
法
」
で
原
則
二

年
と
定
め
ら
れ
た
居
住
期
間
を
、
「
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法

律
」
に
基
づ
き
、
一
年
延
長
し
て
三
年
と
す
る
こ
と
を
発
表
し
た
。
被
災
者
の
自
宅
再
建
や
仮
設
住
宅
を
出
た
後
の
災
害
公
営

住
宅
の
整
備
が
遅
れ
て
い
る
現
状
の
下
で
は
当
然
の
措
置
だ
と
考
え
る
。
例
え
ば
、
仙
台
市
に
お
け
る
プ
レ
ハ
ブ
仮
設
住
宅
数

は
、
一
五
〇
五
戸
（
全
体
の
約
一
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
民
間
借
り
上
げ
住
宅
（
入
居
決
定
数
）
は
八
六
一
九
戸
（
全
体
の
約
七

九
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
借
り
上
げ
公
営
住
宅
（
入
居
決
定
数
）
は
七
九
九
戸
（
全
体
の
約
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
を
数
え
る
が
、
仮
設

住
宅
で
避
難
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
被
災
者
の
生
活
上
の
利
益
が
十
分
に
保
護
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
一
例
を

挙
げ
れ
ば
、
現
在
、
借
り
上
げ
の
民
間
住
宅
で
避
難
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
被
災
者
の
中
に
は
、
知
り
合
い
が
多
い
プ
レ
ハ

ブ
の
仮
設
住
宅
へ
の
移
転
を
希
望
す
る
方
々
が
少
な
く
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
災
害
救
助
法
（
以
下
、
「
法
」
と
記

す
）
」
の
運
用
上
、
仮
設
住
宅
間
の
移
転
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
右
を
踏
ま
え
、
以
下
、
質
問
す
る
。

一

「
法
」
の
運
用
上
、
移
転
を
認
め
て
こ
な
か
っ
た
理
由
は
何
故
か
。
ま
た
、
現
在
も
認
め
て
い
な
い
理
由
は
何
故
か
。

二

借
り
上
げ
の
民
間
住
宅
か
ら
プ
レ
ハ
ブ
仮
設
住
宅
へ
移
転
を
希
望
さ
れ
る
方
の
中
に
は
、
高
齢
者
で
、
震
災
前
に
ご
近
所

一



づ
き
あ
い
の
あ
っ
た
方
々
が
現
住
す
る
プ
レ
ハ
ブ
仮
設
住
宅
へ
の
移
転
を
希
望
す
る
方
々
も
少
な
く
な
い
。
震
災
後
、
仮
設

住
宅
で
暮
ら
し
て
い
た
被
災
者
で
孤
独
死
と
判
明
し
た
被
災
者
の
数
が
、
宮
城
県
内
だ
け
で
も
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
ほ
ぼ

一
年
に
あ
た
る
今
年
三
月
七
日
時
点
で
十
二
名
、
そ
の
う
ち
の
七
名
は
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
借
り
上
げ
民
間
住
宅
で
暮
ら
し
を
す
る
高
齢
者
の
心
の
ケ
ア
は
、
自
治
体
職
員
の
数
の
上
限
も
あ
り
、
自
治
体
を
通
じ

て
十
分
に
果
た
さ
れ
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
こ
う
し
た
実
情
に
鑑
み
れ
ば
、
借
り
上
げ
の
民
間
住
宅
で
独
り
暮
ら
し
を
す
る

又
は
借
り
上
げ
の
民
間
住
宅
で
暮
ら
す
高
齢
者
が
プ
レ
ハ
ブ
仮
設
住
宅
へ
移
転
を
希
望
す
る
場
合
、
住
民
間
の
共
助
や
理
解

を
高
め
る
だ
け
で
な
く
行
政
側
の
負
担
を
軽
減
（
抑
止
）
で
き
る
点
で
、
移
転
を
認
め
る
こ
と
も
妥
当
だ
と
考
え
る
。
こ
の

点
に
関
す
る
政
府
の
見
解
は
、
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


